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新型コロナウイルス感染症に関する支援制度

特別定額給付金、地域産業協力金等の手続き

※貸し付けや融資など、その他の支援制度については、市ホームページをご確認ください

　家計への支援を行うため市民一人につき10万円を支給する「特別定額給付金」と、市内の中小事業者や個人事
業主を対象とした「仙台市地域産業協力金・地域産業支援金」の申請を受け付けています。期限までに郵送等で申
請してください。新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、窓口での受け付けは行いません。

詐
さ

欺
ぎ

にご注意ください！
　市の職員などが現金自動預払機（ＡＴＭ）の操作や手数料の振り込みを求めたり、メールを送って申請手続きを求
めたりすることは絶対にありません。

　６月10日㈬ごろまでに申請書を順次発送します。

仙台市にお住まいの、
全ての方へ　特別定額給付金

対象者
　基準日（令和２年４月27日）において、本市の
住民基本台帳に記録されている方

給付金額
　１人につき10万円

申請の手続き
●世帯主の方が、同一世帯全員分の申請を行ってください
●郵送申請をできるだけご利用ください（オンライン申請も
可能ですが、審査に時間を要するため振り込み時期が遅くな
る場合があります）

　対象者には５月28日㈭に通知を発送しています。
　申請は不要です（公務員の方は申請が必要ですので、
詳しくは勤務先にご確認ください）。

子育て世帯向け 臨時特別給付金

親族からの暴力等を理由に避難している方は、事
情により基準日において現在お住まいの住所に住
民票を移していない場合でも、給付金を受け取る
ことができます（一定の要件有り）。手続きなど
詳しくは、お住まいの区の区役所・宮城総合支所
にお問い合わせください（☎は７ページ）

１人につき
10万円

児童１人につき
１万円

対象
者

①令和２年４月分の児童手当を受給する方
②児童手当の対象児童が令和２年３月に中学校を卒業した方など
※特例給付（児童１人につき月額5,000円）受給者は対象外

給付
金額 児童１人につき１万円

備考 ６月15日㈪に児童手当を受給している口座に振り込みます

 問 特別定額給付金専用ダイヤル☎302･6434
（平日8:30～19:00  ※６月21日までは土・日曜日も17:00まで 
   開設）

問 臨時特別給付金専用ダイヤル☎302･3519（平日8:30～17:00）

申請
方法

郵送申請
●市から発送された申請書に必要事項を記入し、振込先口座の確
認書類と本人確認書類（１点）の写しを添付の上、同封の返信用
封筒で郵送してください

オンライン申請
●マイナンバーカードをお持ちの世帯主の方が利用できます　●
オンライン申請に対応したパソコンやスマートフォン（パソコン
による申請の場合はＩＣカードリーダライタ）が必要です　●ホ
ームページ「マイナポータル」https://myna.go.jp/の申請画面に
必要事項を入力し、振込先口座の確認書類をアップロードして申
請してください

申請
期限 ８月26日㈬　

　対象となるのは、休業要請等に協力いただいた中小
事業者または売り上げが減少した中小事業者・個人事
業主です。協力金と支援金の両方の申請はできません。
　申請書や申請の手引きは市ホームページからダウン
ロードできるほか、区役所総合案内、総合支所、中小
企業活性化センター（アエル５階）でも配布しています。
必要書類など詳しくは、申請の手引きをご確認くださ
い。
申請書作成支援特別窓口（予約制）
　申請書の作成方法などについてご相談に応じます。
●期間‖６月30日㈫まで　●相談受付時間‖平日
9:00～17:00　●会場‖中小企業活性化センター内
●相談を希望する方は下記専用ダイヤルで予約して
ください

問 地域産業協力金・支援金専用ダイヤル
　 ☎0570･085･894（平日8:30～17:00）

中小事業者向け
　仙台市地域産業協力金・支援金

20万円 仙台市地域産業協
・
力
・
金
・

（感染拡大防止に関する協力金）
仙台市地域産業支

・
援
・
金
・

（事業継続に向けた支援金）

対象
事業者

緊急事態宣言に基づく県の休業
要請や協力依頼があった、市内
で施設を運営する中小事業者

市内に本社・本店・主たる事務
所がある中小事業者または個人
事業主（フリーランスを含む）、
または会社以外の法人等（医療
法人、農業法人、ＮＰＯ法人、
社会福祉法人など）

支給
要件

４月25日㈯～５月６日(振休)の
全ての期間中、運営している全
ての施設を休業した事業者また
は飲食店等で営業時間の短縮
（営業時間は5:00～20:00の範
囲内、かつ酒類の提供は19:00
まで）を行った事業者

新型コロナウイルス感染症の影
響により、２月～６月のうち、
事業収入が前年同月比で50％
以上減少した月（対象月）があ
る事業者、かつ３月以前から事
業を行っており今後も事業継続
の意思がある事業者

給付
金額

１事業者につき40万円
※２施設以上を運営する場合は
80万円

１事業者につき20万円

申請
方法

申請書等に必要事項を記入し必要書類を同封の上、郵送してく
ださい

申請
期限 ６月15日㈪ ７月15日㈬
備考 国の持続化給付金を申請する場合も、上記の協力金・支援金の

いずれかを申請することができます

40万円
または 80万円


